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資料１

役  名 県 名 名 務 務

支部 平 082 424 6862 大学大学 学研究 739 8524  1 1 1

 0858 26 1811（代） 大学 682 8555 854

 部 0852 20 0245 県 大学 大学部 690 0044 7 24 2

 083 928 2519 県 大学 753 8502 3 2 1

大 082 878 9915 大学 731 0153  6 13 1

てる代 082 424 7170 大学大学 学研究 739 8524  1 1 1

086 251 7677 大学大学 学研究 700 8530  中3 1 1

086 252 5471 ト 大学 700 8516  2 16 9

 代 0877 49 8043 大学 769 0201  県 一 10

 089 927 9502 大学 学部 790 8577  3

 088 873 2645 大学 学部 780 8515  国 5 15

 088 602 8088 理大学 770 8514  

役  名 名

県 大学

大学

会 幹事 大学

務幹事 大学

（社）日本家政学会中国・四国支部平成22・23年度支部役員名簿

 

 

事

常任幹事

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�
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務

・

大学 学部

760 8522  1 1

・  087 832 1513

 

大学 学部

790 8577  3

・  089 927 9503

 

大学

731 0153  6 13 1

 082 878 9474       082 878 9534

 

大学 学部

690 8504 1060

・  0852 32 6350

 

大学学校 学部

772 8502  中 748

・  088 687 6572

 

大学 学部

780 8520  2 5 1

・  088 844 8421

 

県 名

（社）日本家政学会中国・四国支部代議員名簿（平成22・23年度）

加

名

代

幹

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�
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学 名 会員

学

2 学 学部 3

3 学 学部

部 学 学部 中

学 rmatsuo@yamaguchi-pu.ac.jp

学 学部 本

学 本

学 学部 3

学 学 学部

学

学 学部 2

2 学 学・ 学

3 学 3

学 学 3

学 本

学

学 学部 3

学 学 2

学 学部

2 学

2 学

22 学 学 2

23 学 本 3

2 中国学 学・中国 学

2 学 本

2 学・ 学部

2 学

2 学 学部

2 学 学部

3 学

3 学 学 2

32 学 学部 kawaguti@cc.kochi-wu.ac.jp

33 学 学部

3 四国 学 学部・ 学部

3 学 学部・ 学部

3 学学 学部

（社）日本家政学会中国・四国支部 名簿（平成22年度）

今川 真治�



（社）日本家政学会中国・四国支部規約 新旧対照表

旧 新

（社）日本家政学会中国・四国支部規約 （社）日本家政学会中国・四国支部規約

本支部規約は，（社）日本家政学会定款を基にして定める． 本支部規約は，（社）日本家政学会定款を基にして定める．

（名称） （名称）
第１条 本支部は，（社）日本家政学会中国・四国支部と称する． 第１条 本支部は，（社）日本家政学会中国・四国支部と称する．

（目的） （目的）
第２条 本支部は，支部における家政学並びに家政学教育に関する研究の 第２条 本支部は，支部における家政学並びに家政学教育に関する研究の

推進と普及を目的とする． 推進と普及を目的とする．

（事業） （事業）
第３条 本支部は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う． 第３条 本支部は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う．

（１） 研究発表会の開催 （１） 研究発表会の開催
（２） 講演会，講習会の開催 （２） 講演会，講習会の開催
（３） その他必要な事業 （３） その他必要な事業

（会員） （会員）
第４条 本支部会員は，中国・四国地方に勤務地又は自宅住所のある学会 第４条 本支部会員は，中国・四国地方に勤務地又は自宅住所のある学会

会員とする． 会員とする．

（事務所） （事務所）
第５条 本支部の事務所は，原則として支部長の勤務所に置く． 第５条 本支部の事務所は，原則として支部長の勤務所に置く．
（役員） （役員）
第６条 本支部に次の役員を置く． 第６条 本支部に次の役員を置く．

支部長 １名 支部長 １名
常任幹事 １１名 常任幹事 １１名
機関幹事 ４５～５５名 機関幹事 ３０～４０名
庶務幹事 １～２名 庶務幹事 １～２名
会計幹事 １～２名 会計幹事 １～２名
監事 ２名 監事 ２名

（役員の選出） （役員の選出）
第７条 支部役員の選出は，次によって行う． 第7条 支部役員の選出は，次によって行う．

（１） 支部長，常任幹事及び監事は，支部会員の中から選出し， （１） 支部長，常任幹事及び監事は，支部会員の中から選出し，
支部総会の承認を受けなければならない． 支部総会の承認を受ける．

（２） 支部長は，庶務幹事，会計幹事を指名し，常任幹事会の承 （２） 支部長は，庶務幹事，会計幹事を指名し，常任幹事会の承
認を受けなければならない． 認を受ける．

（３） 機関幹事は，各機関において選出する． （３） 機関幹事は，各機関において選出する．

資料４



資料４（社）日本家政学会中国・四国支部規約 新旧対照表（続き）

旧 新
（役員の職務） （役員の職務）

第８条 支部役員の職務は，次のとおりとする． 第８条 支部役員の職務は，次のとおりとする．
（１） 支部長は，支部を代表し，会務を統括する． （１） 支部長は，支部を代表し，会務を統括する．
（２） 常任幹事は，支部業務を審議し，執行する． （２） 常任幹事は，支部業務を審議し，執行する．
（３） 機関幹事は，各機関を代表し，これを統括する． （３） 機関幹事は，各機関を代表し，これを統括する．
（４） 庶務幹事は，支部の庶務を担当する． （４） 庶務幹事は，支部の庶務を担当する．
（５） 会計幹事は，支部の会計を担当する． （５） 会計幹事は，支部の会計を担当する．
（６） 監事は，支部の業務及び財産の状況を監査する． （６） 監事は，支部の業務及び財産の状況を監査する．

（役員の任期） （役員の任期）
第９条 支部役員の任期は，２年とし，継続して就任する場合は２期を限 第９条 １．支部役員の任期は，２年とし，継続して就任する場合は２期

度とする．支部役員の就任時期は，本部役員の就任に準ずる． を限度とする．支部役員の就任時期は，本部役員の就任に準ずる．
２ 支部役員が任期途中で交替する時は，後任者の任期は前任者の ２．支部役員が任期途中で交代する時は，後任者の任期は前任者の

残任期間とする． 残任期間とする．

（役員の解任）
第10条 役員については，支部総会の決議によって解任することができる．

（会議） （会議）
第１０条 支部総会は，年１回支部長が召集し，支部の重要事項について 第11条 １．支部総会は，年１回支部長が召集し，支部の重要事項につい

決議する． て決議する．
２ 支部常任幹事会並びに機関幹事会は，支部長が召集し，支部長 ２．支部常任幹事会並びに機関幹事会は，支部長が適宜召集し，

が議長となる． 支部長が議長となる．
（会計） （会計）
第１１条 支部の会計は，本部からの交付金，その他によりまかなう． 第12条 １．支部の会計は，本部からの交付金，その他によりまかなう．

２ 会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる． ２．会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる．

（事業計画及び予算）
第13条 支部の事業計画及び予算については，別途定める様式にて学会理

事会に報告するものとする．

（事業報告及び決算）
第14条 支部の事業報告及び決算については，別途定める様式にて学会理

事会に報告するものとする．

（規程の改正） （規程の改正）
第１２条 本規約の改正は，支部総会の議を経て決定し，本部理事会に報 第15条 本規約の改正は，支部総会の議を経て決定し，本部理事会に報告

告する． する．

附則 附則
この規約は，昭和５７年５月２３日から施行する． １．この規約は，昭和５７年５月２３日から施行する．
２．改正 昭和５９年５月２７日 ２．改正 昭和５９年 ５月２７日

平成１１年１０月３日 平成１１年１０月 ３日
平成１６年１０月３日 平成１６年１０月 ３日

３． この規約の実施にかかわる細部に関しては，別に定める内規 平成２２年１０月１０日
による． ３．この規約の実施にかかわる細部に関しては，別に定める内規に

よる．



資料５

（社）日本家政学会中国・四国支部内規

１．支部規約第７条に基 き，本支部役員の選出は，次のとおりとする．

１）支部長

（１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，支部長 者３名 内を選出する．

（２）常任幹事会は，選 理 員会を 成して，会員の に基 いて，支部長 者の

中から支部長１名を選出する．た し， の場合は，年長者をもって てる．

（３）選 理 員会は，支部長選出の を総会に報告し，承認を受ける．

２）常任幹事

常任幹事は，各 の機関幹事又は機関幹事経 者の中から選出する．た し，員 は，

・ は各２名，その他の は１名ずつとする．

３）機関幹事

機関幹事は，原則として，学会会員３名 を する機関において１名選出する．

４）庶務幹事，会計幹事

庶務幹事，会計幹事は，支部長が指名し，常任幹事会の承認を受ける．

５）監事

監事は，機関幹事会において選出し，総会の承認を受ける．

２．理事 選 の選出は，次のとおりとする．

（１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，理事 選 者を推 する．

（２）常任幹事会は，選 理 員会を 成して正会員の に基 いて，理事 選

者の中から 名を選出する．た し， の場合は，年長者をもって てる．

（３）選出の方 は，別に定める 理事 選 選出方 に関する し合わ による．

（４）選 理 員会は，理事 選 選出の を総会に報告し，承認を受ける．

３．代議員 者の選出は，次のとおりとする．

（１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，代議員 者７名を推 する．

（２）常任幹事会は，選 理 員会を 成して正会員の に基 いて，代議員 者の中

から７名を選出する．た し， の場合は， 任者，年 を して てる．

（３）選出の方 は，別に定める 代議員 者選出方 に関する し合わ による．

（４）選 理 員会は，代議員 者選出の を総会に報告し，承認を受ける．

４．本支部役員の任務は，次のとおりとする．

１）支部長は，支部を代表し，会務を統括する．

２）常任幹事は，各 の機関幹事を代表して常任幹事会を 成し，支部長を して，支部業

務を審議・執行する．また，常任幹事会は，支部長に事 あるときはその職務を代行する．

３）機関幹事は，機関幹事会を 成して支部の重要事項について審議し，会務を執行する．

４）監事は，支部の業務及び財産の状況を監査する．



５．代議員の任務は，総会に出 して審議事項を議決する．また，本部役員選 の選 になる．

し合わ 事項

１．支部長は，常任幹事又は代議員（当 の間，平成 年 月 日改定 前の 議員を める．）

並びにこれらの経 者の中から選出する．た し，他支部選出の役員経 者は，これに 当し

ないものとする．

２．理事 選 は，代議員（当 の間，平成 年 月 日改定 前の 議員を める．）を１期

経 し， つ支部役員を 期 経 した者の中から５名を選出する．

３． が支部長，理事 選 及び代議員 者の に選出 れた場合の は，支

部長，理事 選 ，代議員 者とする．

４．役員 者は，就任時（ 月 日）の年 が の者とする．

５．学会会員である旧支部長は， として する．

６．機関幹事は，新年度当 月中 に，所 機関の会員名 と機関幹事名を支部長に報告する．

７．常任幹事会は， 常年１回開くが，支部長が必要と認めるときは， 時に召集することがで

きる．

８．機関幹事会は， 常年１回開くが，支部長が必要と認めるときは， 時に召集することがで

きる．

９．支部長が必要と認めるときには，代議員・常任幹事合 会議を開くことができる．

．代議員・常任幹事・監事は，機関幹事と 務することができる．

．常任幹事は，代議員及び監事と 務することはできない．

．支部長に事 あるときは，支部長の所 する の常任幹事は常任幹事会を 集して議長とな

り，事後の支部 について審議する．

．代議員に 員または 員を た場合，常任幹事会で審議する．

施行 昭和 年 月 日

改定 昭和 年 月 日

昭和 年 月 日

昭和 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日



資料

（社）日本家政学会中国・四国支部理事 選 選出方 に関する し合わ

１．理事 選 の選出について

（社）日本家政学会役員選出規程第 7条に基 き,支部会員 を基に により算出

れた理事 選 選出 5名を選出する.
２．選出の方 について

１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，代議員（当 の間，平成 14年 10月 6日改定

前の 議員を める．）を１期 経 し， つ支部役員を 2期 経 した者を 者と

して推 する.
２）本支部正会員は， 要 に基 いて し，理事 選 を選出する．

３． 要 について

の 度， の にならって定める．



資 料

（社）日本家政学会中国・四国支部代議員 者選出方 に関する し合わ

１．代議員 者の選出について

（社）日本家政学会代議員及び支部長 選出規程第 2条に基 き,支部会員 を基に

により算出 れた代議員選出 7名を選出する.
２．選出の方 について

１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，年 ， ，地 （ ，中国地方，四国

地方） を して 者 7名を推 する.
２）本支部正会員は， 要 に基 いて し，代議員 者を選出する．

３． 要 について

の 度， の にならって定める．



資料

平成22年9 19日
年 担当県 会 担当校

発会式 29 大 大

1 30 大 大

2 30 大 大・ 大

3 31 大 大･県 大

4 32 大 大

5 33 大 大

6 34 大 大

7 35 大 大・ 学 大 大

8 36 大 大

9 37 大 大

10 38 大 大・ 大・ 部 大

11 39 大 大

12 40 大 大・ 5大学

13 41 大 大･県 大

14 42 大・四国 大 大・四国 大・ 大

15 43 大 大

16 44 大 大

17 45 部 大 部 大・ 大・ 大

18 46 大 大

19 47 県 大 県 大

20 48 学 大 大 学 大 大・大 学 大･ 大

21 49 大 （ ） 大 （ ）

22 50 大 大・ 大・ 学 大

23 51 会 大・ 大

24 52 大 大

25 53 県 会 四国 大･ 大･ 理大

26 54 大学校 大学校 ・ 大

27 55 大 大・ 大･ 大･ 大

28 56 大 大･県 大

29 57 大 大・ 大・ 部 大

30 58 学 大 学 大・ 大･ 県 大･ 大

31 59 中国 大 県 大学（30 年 ）

32 60 大 大・ 大 大･ 大

33 61 大 大・ 学 大･ 大

34 62 大 大・ 大

35 63 大
大・ 大･ 大・

大

36 平1 大 大・ 大 大･ 学 大

37 2 県 会 大･四国 大･ 理大・ 大

38 3 大 大

39 4 大 大

40 5 大 大

（社）日本家政学会中国・四国支部　総会・研究発表会担当校一覧表



年 担当県 会 担当校

41 6 大
大 ・ 大･ 県 大･
内 大

42 7 県 大 県 大・ 大

43 8 大･ 大
大 大・ 大・

大･ 大
44 9 大 大 ･ 大学校

45 10 大 大・ 大・ 学 大

46 11 理大･四国大 大･ 理大･四国大

47 12 学 大 学 大

48 13 部 大 部 大

49 14 大 大・ 大

50 15 県 大 県 大

51 16 大学 学部 大学 学部

52 17 リ 大学
大・ 大 大部・ 大・

大

53 18 大
大・ ト 大・
大・ 大学部

54 19 県 大 大・ 大

55 20 大学 大学・ 大学 大学部

56 21 会 大学・ 大学・ 学 大学

57 22 県 大学
県 大学・ 大学・

部 大学 大学部

58 23 大学 大学

59 24

60 25

総会・研究発表会担当校一覧（続き）



資料

発会 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

年度 S29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

支部 名

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

年度 S57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

支部 名     

  大    

平

平成22年9 22日

  ス 

        一       



支部総会・研究発表会担当県の割当方式

昭和 59年 4月 1日

この方式によれば，42年間に 41回担当 を決める

ことができる．

担 当 度会員 学名

６年間に１回担当１２

１０

９年間に１回担当５

４

４

12年間に１回担当３

３

14年間に１回担当２

２

４５計

資料



資料
2

3

2

2

3

3

3

2 3 2 3 2 3

年度 2 2 22 23 2 2 2 2 2 2 3 3 32 33 3 3 3 3 3 3 2 3

2 2

2 3 2

3

3

3

33 3

3

33

2 3

2 2
2 2

会員

2

2



Sent: Thursday, February 25, 2010 8:06 PM

Subject: 常任幹事の な ま の

年の支部 会開催 であるの の支部 会実行 員会から， の がありました

************************************************************

1． について

開催地が であるということで 交 の関 から 者が なくなることが となり

を く 定するのは うかという がでました

支部 会 の は 正会員１５００ 学 会員３００ 会員２０００ 要

集代１０００ と 定 れていましたが ば正会員５００ 学 会員 会員につ

いては０ 要 集５００ とすることは でし うか

の経 状況から学 会員からの を するのは しいのではという もあり

ました また の方をお いし してもらうことで 家政学会の 報にもなるとい

う もありました

２．研究発表について

研究発表については 演者は正会員あるいは学 会員に限るということになっていまし

たが 研究においては 演者は 会員でも発表できるようにするというのは でし

うか 学 の場合には 会は経 的な 担を いますので とりあ ず発

表できる場を ることで の会員 にもつながるのではという理 です

実行 員会としては できる け 者を し ある 会にしたいという から

を し ます

************************************************************

重要な内 の なので，常任幹事の な まに ていた きたいと ました

支部長として， の である 者を し ある 会にしたいという は，こ

の の として理解できます

まず，１． について，会計幹事に会計的なことを 認したとこ ，支部から 会

の 金を すわけではないので，この で にならないのであれば，実行 な

というわけではないということでした

資料



資料

しかし，庶務幹事，会計幹事を めこの について たのですが，いった この を認

めると， の次の 会 の の決定にも きな を及 すであ うと います

会の は前 としない，ということでこの を認めたとしても， はり，

の次の 会 で， を 状に すと，それは，支部会員からは の と

受け られてしまう は 定できま

したがって，支部長としては， 時 で いでこの を認めることに 定的な をもって

います

２．の 会員を演者にすることについては， 前からそのような議 はあったように し

ています そして，これは，１．の 会員の を 料にすることとも していると

います

たしかに，この は議 の 地はあると うのですが，な ，そのようになっていないかと

いう理 の つは，学会本部の 国 会の方 にあわ ているということです のと

おり， 国 会では発表演者は会員（正会員・学 会員）に限定 れ， 会員は発表

できま 会員が 発表者になるためには 料が必要で，この かに 会に す

る場合は （正会員より い）が必要です

学会理事会でもこの が になるのですが， にはいたっていま そして，このよ

うなことについて，支部と本部とで いがあってもいいか うかは本部に 認する必要があ

ると います

（この については後日の理事会で 認したとこ ，本部と支部とで いがあってもかまわ

ないとのことでした）

のことから，支部長としては， 回の実行 員会からの っかくの ですが，１．

２．ともに 時 では認められない，という回 をするということを原 と ました

た し，重要な なので， 回の回 は回 として，常任幹事会の議 にして，もう し

時間をかけて することにしたいとも ています


